
 

● 感染防止対策の基本は手指衛生です。病院入口や病室前に手指消毒剤を 

  設置して積極的に手指衛生を行っています。 

● 常に衛生的な療養環境を提供できるよう職員全員で環境を整備しています。 

● 感染症の治療に使用するお薬の種類や量、使用期間を医師や薬剤師、 

臨床検査技師、看護師がチームで確認しています。 

● 臨床検査室では検出される微生物を監視し、院内感染 

しないように管理しています。 

● 感染症の発生状況を毎週確認しています。 

● 地域の医療機関および保健所・医師会と連携して地域で 

感染防止対策に取り組んでいます。 

感染防止対策の取り組み 

感染防止対策委員会を中心とした組織的な感染対策で 

来院される皆さまの安全を確保いたします。 


